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神奈川放課後児童支援員等資質向上研修ご受講の皆様 

 

やむを得ない事情によりご受講いただけない場合の対応について 

 

この度は、神奈川県放課後児童支援員等資質向上研修にお申込み頂き、ありがとうございます。 

ご受講いただくにあたりやむを得ない事情によりご受講いただけない場合の対応に関して

以下に示します。ご熟読よろしくお願いいたします。 

 

１ 遅刻・早退への対応 

・ 各科目の講義開始後15分までの遅刻、または講義終了前15分までの早退は出席とし、

これ以外の遅刻や早退は欠席とさせていただきます。 

 

２ 欠席への対応 

・ 公共交通機関の遅延や自然災害等により、やむを得ず受講できなかった研修科目は、

同一年度内に他科目も含めて受講ができるように調整いたします。（ご調整の際は、キ

ッズコーチ協会までご連絡ください。）なお、公共交通機関の遅延による遅刻、欠席の

場合は、会場担当者に遅延証明書のご提出をお願いいたします。（欠席など会場担当者

に直接、証明書を提出できなかった場合は、後日、キッズコーチ協会の神奈川県放課

後児童支援員等資質向上研修係までご送付ください。） 

＊ 研修の受講の調整は、研修の受講を確約するものではありません。 

 

３ 自然災害発生時の対応 

研修当日に台風、大雨、大雪等により県内全域に警報が発令された場合や、地震等の自然

災害が発生した場合には、次のとおり対応いたします。 

（１） 研修の中止 

① 研修当日午前６時の時点で、県内全域に「『大雨』かつ『暴風』」「大雪」「暴風雪」

のいずれかの「特別警報」又は「警報」が気象庁より発表されている場合は、研

修を中止いたします。ご自身で気象情報をご確認下さい。 

② ①以外の場合であっても、自然災害その他の事由により、受講者の安全を確保で

きないと県が判断したときは、研修を中止することがあります。 

③ ①②いずれの場合も、下記の方法により研修中止を確認することができます。 

④ 地震等の突発的な自然災害が発生した場合には、研修中止の連絡ができないこと

が想定されます。ご自身が災害情報等により、安全を最優先として研修に参加し

ないご判断をお願いします。 
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 <研修中止のご確認方法> 

① WEB上でご確認ください。 

中止・延期をする場合、当日午前７時 30分までに、下記 WEBでご案内をいたします。 

 

https://www.kidscoach.or.jp/kanagawa2023/index.html 

 

② 電話によるお問い合わせ 

当日午前８～９時 ･･･一般社団法人キッズコーチ協会 

080-7630-9814 (非常時のみ着信いたします) 

当日午前８時 30分以降 ･･･県次世代育成課 045-210-4687 

当日午前９時以降 ･･･一般社団法人キッズコーチ協会 03-5717-9151 

 

（２） 研修の打ち切り 

研修中に、上記「（１）研修の中止」に該当する状況が発生した場合には、研修を途中で

終了する場合がございます。 

 

（３） 研修中止・打ち切りへの対応 

中止や打ち切りとなった研修科目について、同一科目の受講の調整ができない場合は、

別日の研修実施を調整いたします。 

同一年度内の受講調整や別日の実施が困難な場合は、翌年度に改めて研修の実施または

受講の調整をいたします。 

 

４ 新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大予防対策による場合 

感染状況の推移等により、研修を延期又は中止する場合があります。 

研修中止等のご確認方法は、「３ 自然災害発生時の対応」をご参考ください。 

 

何かご不明な点がございましたら遠慮なくお問い合わせください。 

   お手数をおかけいたしますが、ご周知の程どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

■お問い合わせ先（証明書の送付先）              

 一般社団法人キッズコーチ協会 

           〒158-0094 東京都世田谷区玉川 2-14-9 ツインシティーH 3Ｆ 

TEL：03-5717-9151（平日 10:00～17:00） 

MAIL：kanagawa-houkago@kidscoach.or.jp 

 

 

mailto:kanagawa-houkago@kidscoach.or.jp

